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フランス産業財産庁（INPI）及び日本国特許庁（JPO）との間の 

特許審査ハイウェイ試行プログラムにおける INPI への PPH 申請手続（仮訳） 

２０２５年１月１日改定 

第 1 部 

JPO 特許出願に基づく PPH 

 

出願人は、INPI-JPO 特許審査ハイウェイ（PPH）試行プログラムにおいて、以下

の要件を満たすフランス産業財産庁（INPI）への出願について、関係書類の提出等の

所定の手続を取ることにより、JPO 出願に基づいて早期審査を申請することができる。 

出願人は、PPH 試行プログラムの申請に際し、申請書を INPI に提出しなければな

らない。 

両庁は、プログラムへの参加申請数が管理可能なレベルを超えた場合、又は他の理

由により、PPH 試行プログラムを終了することができる。プログラムを終了する場

合、事前に告知する。 

PPH 試行プログラムは２０２５年１月１日から行い、２０２９年１２月３１日に

終了いたしますが、INPI と日本国特許庁（JPO）による調査と評価の後に延長される

可能性があります。 

 

1. 要件 

(a) PPH を申請する INPI 出願（以下、当該出願という）及び対応する JPO 出願にお

いて、優先日あるいは出願日のうち、最先の日付が同一である。 

具体的には、当該出願が以下のいずれかに該当する。 

 

 (Case I) JPO 出願を基礎として、パリ条約に基づく優先権を正当に主張する出願

（附属書 I の図 A、B 及び C 参照） 

(Case II) JPO 出願（PCT 出願の国内移行出願を含む）のパリ条約に基づく優先権

の正当な主張の基礎となる出願（附属書 I の図 D、E 及び F 参照） 

(Case III) JPO 出願（PCT 出願の国内移行出願を含む）と同一の優先権書類を有

する出願（附属書 I の図 G 及び H 参照） 

(Case IV) 優先権主張を伴わない PCT 出願を基礎として、パリ条約に基づく優先

権を正当に主張する出願（附属書 I の図 I 参照） 

 

 （注）INPI 出願は PCT 出願の国内移行出願を含まない。 

 

(b) JPO で特許可能と判断された一つ以上の請求項を有する、少なくとも一つの対応

する JPO 出願が存在する。 

出願が特許査定を受けていない場合でも、JPO の審査官が最新のオフィスアクシ
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ョンで請求項に特許性があると明らかに示す場合、当該請求項は「特許可能と判

断」される。 

 

オフィスアクションの例： 

(i) 特許査定 

(ii) 拒絶理由通知 

(iii) 拒絶査定 

(iv) 特許審決 

 

例えば、JPO の拒絶理由通知に以下の定型表現が記載されている場合、

対象請求項は特許性があると明らかに示されている。 

 

＜拒絶理由を発見しない請求項＞ 

請求項○に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。 

 

(c) PPH における審査を申請する出願のすべての請求項が、JPO で特許可能と判断さ

れた一つ以上の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正され

ている。 

請求項が「十分に対応する」と見なされるのは、翻訳や請求項の記載形式によ

る差異を考慮した上で、INPI 出願の請求項が JPO 出願の請求項と同一又は類

似の範囲を有する場合、又は INPI 出願の請求項の範囲が JPO 出願の請求項の

範囲より狭い場合である。例えば、JPO 出願の請求項が明細書（詳細な説明、

請求の範囲の少なくとも一方において）で裏付けられる追加的機能によって更

に限定するように補正される場合、当該請求項の範囲は狭められる。 

JPO で特許可能とされた請求項に新たな又は異なるカテゴリーの請求項が加

えられた INPI 出願の請求項は、JPO 出願の請求項に十分に対応しているとは

見なされない。例えば、JPO 出願の請求項が製品の製造方法に関する請求項（プ

ロセスクレーム）のみからなる場合、プロセスクレームに従属する製品クレー

ムが追加された INPI 出願の請求項は JPO 出願の請求項に十分に対応している

とは見なされない。 

PPH 申請が受理された場合、ファーストオフィスアクション発行後に補正又は

追加される請求項は、JPO で特許可能とされた請求項に十分に対応している必

要はない。 

 

(d) PPH 申請時に INPI が出願の特許審査（grant examination）に着手していない。

（附属書 I の図 J 参照） 

審査プロセスの一層の迅速化のため、INPI は、INPI への出願から 12 ヶ月以内の PPH

申請を推奨する。
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2. 提出書類 

PPH 申請を行う際は、以下の書類(a)～(d)を PPH 申請書に添付して提出しなければ

ならない。 

 

(a) JPO が対応出願に対して発行した（JPO における特許性の実体審査に関わる）す

べてのオフィスアクションの写し、及びその翻訳文1 

翻訳言語として英語又はフランス語が認められる。INPI の審査官は、JPO のド

シエアクセスシステムにより JPO のオフィスアクション及びその機械翻訳文を

入手できるため、出願人は、システムが提供する JPO のオフィスアクションの

写し及びその翻訳文の提出を省略できる。INPI の審査官は、当該ドシエアクセ

スシステムにより JPO のオフィスアクション及びその機械翻訳文を入手できな

い場合には、出願人に通知し必要書類の提供を求めることができる。 

 

(b) JPO で特許可能と判断されたすべての請求項の写し及びその翻訳文 1 

翻訳言語として英語又はフランス語が認められる。INPI の審査官は、JPO のド

シエアクセスシステムにより JPO で特許可能と判断された請求項及びその機械

翻訳文を入手できるため、出願人は、システムが提供する JPO 出願の請求項の

写し及びその翻訳文の提出を省略できる。INPI の審査官は、当該ドシエアクセ

スシステムにより JPO 出願の請求項及びその機械翻訳文を入手できない場合に

は、出願人に通知し必要書類の提供を求めることができる。 

 

(c) JPO の審査官が引用した文献の写し 

引用文献が特許文献の場合、INPI は通常それらを所有しているため、出願人は

提出を省略できる。INPI の審査官が特許文献を所有していない場合、出願人は

審査官の求めに応じて当該特許文献を提出しなければならない。非特許文献は

すべて提出しなければならない。引用文献の翻訳文は不要である。 

 

(d) 請求項対応表 

出願人は、INPI 出願のすべての請求項が JPO 出願の特許可能な請求項に十分に

対応していることを示す請求項対応表を提出しなければならない。請求項が

JPO 出願の請求項の逐語訳である場合、出願人は対応表に「当該請求項は JPO

出願の請求項と同様である」と記入するだけでよい。請求項が逐語訳でない場

合、出願人は各請求項が十分に対応していることを説明する必要がある。 

 

出願人は、並行した手続又は以前の手続において上記書類(a)から(d)を INPI にすで

に提出している場合、その旨の記載をもって提出に代え、添付を省略できる。 

 
1 機械翻訳は認められるが、翻訳が不十分であるためにオフィスアクション又は請求項の概要を

把握できない場合、審査官は出願人に再翻訳を求めることができる。 
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3. PPH 申請手続 

 

PPH 申請は INPI のオンライン出願ウェブサイト（https://procedures.inpi.fr/?/）を

通じて提出しなければならない。 

 

3.1. 特許出願と同時に PPH 申請を行う場合 

 

PPH 申請のオプションの選択： 

日本出願を基礎とする優先権の主張を行うと、PPH 申請のオプションが

「revendication de Priorité（優先権主張）」欄に表示される。 

 

 

 

 

 

「Request for an accelerated examination under the PPH pilot program（PPH 試行プ

ログラム早期審査申請）」の隣のチェックで「Oui（はい）」を選ぶと、対応書類の提

出欄が表示される。  

 

https://procedures.inpi.fr/?/
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以下の必要書類は、PPH に基づく早期審査を申請する際に、PPH 申請書に添付して

提出するか、上記のように審査官が入手可能な場合は特定する必要がある。 

 

PPH に基づく早期審査を申請する際に提出する書類： 

 

上記に記載の通り（2.提出書類参照）、提出書類は 4 点である。 

- 特許性の実体審査に関わる PPH 相手庁のオフィスアクションの写し（及びその翻

訳文） 

- PPH 相手庁で特許可能と判断されたすべての請求項の写し（及びその翻訳文） 

- PPH 相手庁の審査官が引用した文献の写し 

- INPI 出願の請求項と特許可能と判断されたすべての請求項との請求項対応表  

 PPH 申請書に例が記載されている（「Aide en Ligne（オンラインサポート）」セク

ション又は下記参照）。 

 

注意: 請求項対応表の提出は必須である。また、非特許文献はすべて提出しなければ

ならない。 

 

「対応する出願番号／Numéro de demande correspondante」欄には，出願人が PPH

申請の基礎となる出願番号を記載することができる（この出願番号が優先権番号と異

なる場合）。 

 

「省略された書類についての詳細／Explication à propos des documents non fournis」
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欄には、出願人が書類の一部を提出しなかった理由を記載できる（ただし、提出が必

須の請求項対応表や、非特許文献、その他 PPH 相手庁のドシエアクセスシステムか

ら入手できない書類は除く）。 

 

「Joindre vos documents（書類を添付）」をクリックすると、書類をアップロードで

きる。 

 

  

 

「Parcourir（参照）」をクリックして PDF 形式の書類をアップロードし、「Envoyer le 

document（書類を送信）」をクリックする。すべての提出書類のアップロードが完了

したら、「Etape suivante（次のステップ）」をクリックして出願手続を続ける。 

 

  

 

出願手続の最後に出願サマリー（「Récapitulatif de dépôt」）が表示され、PPH 申請や

「優先権主張」欄で提出した書類に関する情報を確認することができる。 
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PPH 申請は無料で行うことができる。 

 

3.2. INPI への特許出願後に PPH 申請を行う場合 

 

出願後、INPI が特許審査（grant examination）に着手するまではいつでも PPH 申請

を行うことができる。 

 

PPH 申請のオプションの選択： 

まず「Mes actions（私のアクション）」にある「Transmettre un document（書類を送

付する）」をクリックする。 

 

 

 

「Parcourir（参照）」をクリックして PPH 申請に関わるすべての書類を PDF 形式で

アップロードする。 
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書類のアップロードが完了したら、「Type」で「Requête PPH / PPH Request」（「PPH

申請書」）を選び、「Envoyer le document（書類を送信）」をクリックする。 

 

 

 

アップロードされた書類（PPH 申請書）が「Documents（文書）」に表示される。 
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PPH に基づく早期審査を申請する際に提出する書類： 

PPH 申請に関わるすべての書類は、「Requête PPH / PPH Request」（「PPH 申請

書」）の下にアップロードされていなければならない。 

 

「Aide en Ligne（オンラインサポート）」セクションで提供されており、PPH 申請

に必須の PPH 申請書に加え、4 つの書類を提出又は特定する必要がある。： 

 

- 特許性の実体審査に関わる PPH 相手庁のオフィスアクションの写し（及びその翻

訳文） 

- PPH 相手庁で特許可能と判断されたすべての請求項の写し（及びその翻訳文） 

- PPH 相手庁の審査官が引用した文献の写し 

- INPI 出願の請求項と特許可能と判断されたすべての請求項との請求項対応表  

 PPH 申請書に例が記載されている（「Aide en Ligne（オンラインサポート）」セク

ション又は下記参照）。 

 

注意:  PPH 申請を特許出願と同時に行わない場合、PPH 申請書と請求項対応表の

提出は、PPH 申請を完了するために必須である。また、非特許文献が引用されてい

る場合は、必ず提供しなければならない。 

アップロードされた書類は自動的に審査官に送付される。 

 

PPH 申請は無料で行うことができる。 
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4. PPH 申請書 

 

INPIと PPH 相手庁の PPH 試行プログラム早期審査申請 

 

INPI 出願番号:                                      

対応する PPH 相手庁出願番号:                                                                   

 

提出書類:  

 PPH 相手庁が対応出願に対して発行した（PPH 相手庁における特許性の実体審査に関わる）

すべてのオフィスアクションの写し 

 上記オフィスアクションの翻訳文 

 PPH 相手庁で特許可能と判断されたすべての請求項の写し 

 上記請求項の翻訳文 

 PPH 相手庁の審査官が引用した文献の写し 

 請求項対応表 

（提出を省略する書類に関する説明）  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________                                                                            

請求項対応表 

INPI出願の 

請求項 

PPH相手庁出願の特許

可能とされた請求項 
対応に関するコメント 
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第 2 部 

JPO が作成した PCT 国際段階成果物に基づく PPH 

 

出願人は、PCT 国際段階成果物を利用した INPI-JPO 特許審査ハイウェイ（PPH）

試行プログラム（PCT-PPH）において、以下の要件を満たすフランス産業財産庁（INPI）

への出願について、関係書類の提出等の所定の手続を取ることにより、JPO が作成し

た PCT 国際段階成果物に基づいて早期審査を申請することができる。 

出願人は、PCT-PPH 試行プログラムの申請に際し、申請書を INPI に提出しなけれ

ばならない。 

両庁は、プログラムへの参加申請数が管理可能なレベルを超えた場合、又は他の理

由により、 PCT-PPH 試行プログラムを終了することができる。プログラムを終了す

る場合、事前に告知する。 

PCT-PPH 試行プログラムは２０２５年１月１日から行い、２０２９年１２月３１日

に終了いたしますが、INPI と日本国特許庁（JPO）による調査と評価の後に延長され

る可能性があります。 

 

1. 要件 

PCT-PPH を申請する INPI への出願は以下の要件を満たさなければならない。 

 

(a) 当該出願に対応する PCT 出願の国際段階における成果物、すなわち国際調査機

関が作成した見解書 (WO/ISA)、国際予備審査機関が作成した見解書 (WO/IPEA)

又は国際予備審査報告 (IPER)のうち、最新に発行されたものにおいて（新規性・

進歩性・産業上の利用可能性のいずれも）特許可能と示された請求項が少なくと

も１つ存在すること。  

ただし、上記 WO/ISA、WO/IPEA 及び IPER は JPO が国際調査機関（ISA）、国

際予備審査機関（IPEA）として作成したものに限ります。 

国際調査報告（ISR）のみに基づいて PCT-PPH を申請することはできません。 

PCT-PPH 申請の基礎となる最新の国際段階成果物の第Ⅷ欄に何らかの意見が記

載されている場合、第Ⅷ欄に記載された意見を是正する補正の如何にかかわらず、

出願人は特許性について釈明しなければなりません。出願人が特許性について何

ら釈明をしない場合、当該出願は PCT-PPH 試行プログラムへの参加が認められ

ません。なお、釈明が妥当であるか否か、第Ⅷ欄に記載された意見を是正する補

正がなされたか否かは PCT-PPH への参加が認められるか否かの判断に影響しま

せん。 

 

(b) 当該出願と対応する国際出願とは下記のいずれかの関係を満たす。  
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(i) 当該出願は、対応する国際出願のパリ条約に基づく優先権主張の基礎となってい

る国内出願である。（附属書 II、図 A 参照） 

(ii) 当該出願は、対応する国際出願を基礎としてパリ条約に基づく優先権又は国内

優先権を主張する国内出願である。（附属書 II、図 B 参照） 

(iii) 当該出願は、上記(i)(ii)のいずれかを満たす出願の派生出願（分割出願、国内優

先権を主張する出願等）である。（附属書 II、図 C 参照） 

 

（注）INPI 出願は PCT 出願の国内移行出願を含まない。 

 

(c)  PCT-PPH に基づく審査がなされるすべての請求項が、ISA/IPEA としての JPO

で特許可能と示された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応

するように補正されている。 

差異が翻訳や請求項の形式によるものであり、当該出願の請求項が JPO で特許可

能と示された請求項と同一又は類似の範囲を有するか、当該出願の請求項の範囲

が JPO で特許可能と示された請求項の範囲より狭い場合、請求項は「十分に対応」

するとみなされます。例えば、JPO 出願の請求項において、明細書（明細書及び

／又は請求項）に裏付けられている技術的特徴を追加することにより限定する補

正がなされた場合に、より範囲の狭い請求項が生じます。 

JPO で特許可能と示された請求項に対し、新たな又は異なったカテゴリーの請求

項は、十分に対応しているとはみなされません。例えば、JPO 出願の請求項が製

品を製造する方法に関するもののみであり、フィリピン知的財産庁において、対

応する方法の請求項に従属した製品に関する請求項を導入した場合、当該出願の

請求項は十分に対応しているとはみなされません。 

PCT-PPH 試行プログラムの申請が受理された場合、ファーストオフィスアクショ

ン発行後に補正又は追加される請求項は、JPO 出願の請求項と十分に対応してい

る必要はありません。 

 

(d) PCT-PPH 申請時に INPI が出願の特許審査（grant examination）に着手してい

ない。 

審査プロセスの一層の迅速化のため、INPI は、INPI への出願から 12 ヶ月以内の

PPH 申請を推奨する。
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2. 提出書類 

PCT-PPH 申請を行う際は、以下の書類(a)～(d)を PPH 申請書に添付して提出しなけ

ればならない。 

 

(a) 請求項が特許可能と示された最新の国際段階成果物の写し、及びその翻訳文 1 

翻訳言語として英語又はフランス語が認められる。最新の国際段階成果物の写

し及びその翻訳文が PATENTSCOPE®*で入手できる場合、出願人は、INPI から

要求されない限り、これらの書類の提出を省略できる。 

（*通常、WO/ISA は“IPRP Chapter I”として、また IPER は“IPRP Chapter II”

として優先日から 30 月で利用可能となります。） 

 

(b) 対応する国際出願の最新の国際段階成果物でJPOに特許可能と示された請求項

の写し及びその翻訳文 1 

翻訳言語として英語又はフランス語が認められる。特許可能と示された請求項

の写しが PATENTSCOPE®*で入手できる場合（例えば、国際特許公報が発行さ

れている場合）、出願人は、INPI から要求されない限り、この書類の提出を省略

できる。 

 

(c) 対応する国際出願の最新の国際段階成果物で引用された文献の写し 

引用文献が特許文献の場合、INPI は通常それらを所有しているため、出願人は

提出を省略できる。INPI の審査官が特許文献を所有していない場合、出願人は

審査官の求めに応じて当該特許文献を提出しなければならない。非特許文献は

すべて提出しなければならない。引用文献の翻訳文は不要である。 

 

(d) 請求項対応表 

出願人は、INPI 出願のすべての請求項が JPO 出願の特許可能な請求項に十分に

対応していることを示す請求項対応表を提出しなければならない。請求項が

JPO 出願の請求項の逐語訳である場合、出願人は対応表に「当該請求項は JPO

出願の請求項と同様である」と記入するだけでよい。請求項が逐語訳でない場

合、出願人は各請求項が十分に対応していることを説明する必要がある。 

 

出願人は、並行した手続又は以前の手続において上記書類(a)から(d)を INPI にすでに

提出している場合、その旨の記載をもって提出に代え、添付を省略できる。 
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3. PPH 申請手続 

 

PPH 申請は INPI のオンライン出願ウェブサイト（https://procedures.inpi.fr/?/）を

通じて提出しなければならない。 

 

3.1. 特許出願と同時に PPH 申請を行う場合 

 

PPH 申請のオプションの選択： 

日本出願を基礎とする優先権の主張を行うと、PPH 申請のオプションが

「Revendication de Priorité（優先権主張）」欄に表示される。 

 

 

 

「Request for an accelerated examination under the PPH pilot program（PPH 試行プ

ログラム早期審査申請）」の隣のチェックで「Oui（はい）」を選ぶと、対応書類の提

出欄が表示される。 

https://procedures.inpi.fr/?/
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以下の必要書類は、PPH に基づく早期審査を申請する際に、PPH 申請書に添付して

提出するか、上記のように審査官が入手可能な場合は特定する必要がある。 

 

PPH に基づく早期審査を申請する際に提出する書類： 

 

上記に記載の通り（2.提出書類参照）、提出書類は 4 点である。 

- 特許性の実体審査に関わる PPH 相手庁のオフィスアクションの写し（及びその翻

訳文） 

- PPH 相手庁で特許可能と判断されたすべての請求項の写し（及びその翻訳文） 

- PPH 相手庁の審査官が引用した文献の写し 

- INPI 出願の請求項と特許可能と判断されたすべての請求項との請求項対応表  

 PPH 申請書に例が記載されている（「Aide en Ligne（オンラインサポート）」セク

ション又は下記参照）。 

 

注意: 請求項対応表の提出は必須である。また、非特許文献はすべて提出しなければ

ならない。 

 

「対応する出願番号／Numéro de demande correspondante」欄には，出願人が PPH

申請の基礎となる出願番号を記載することができる（この出願番号が優先権番号と異

なる場合）。 

 

「省略された書類についての詳細／Explication à propos des documents non fournis」
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欄には、出願人が書類の一部を提出しなかった理由を記載できる（ただし、提出が必

須の請求項対応表や、非特許文献、その他 PPH 相手庁のドシエアクセスシステムか

ら入手できない書類は除く）。 

 

「Joindre vos documents（書類を添付）」をクリックすると、書類をアップロードで

きる。 

 

  

 

「Parcourir（参照）」をクリックして PDF 形式の書類をアップロードし、「Envoyer le 

document（書類を送信）」をクリックする。すべての提出書類のアップロードが完了

したら、「Etape suivante（次のステップ）」をクリックして出願手続を続ける。 

 

  

 

出願手続の最後に出願サマリー（「Récapitulatif de dépôt」）が表示され、PPH 申請や

「優先権主張」欄で提出した書類に関する情報を確認することができる。 
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PPH 申請は無料で行うことができる。 

 

3.2. INPI への特許出願後に PPH 申請を行う場合 

 

出願後、INPI が特許審査（grant examination）に着手するまではいつでも PPH 申請

を行うことができる。 

 

PPH 申請のオプションの選択： 

まず「Mes actions（私のアクション）」にある「Transmettre un document（書類を送

付する）」をクリックする。 

 

 

 

「Parcourir（参照）」をクリックして PPH 申請に関わるすべての書類を PDF 形式で

アップロードする。 
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書類のアップロードが完了したら、「Type」で「Requête PPH / PPH Request」（「PPH

申請書」）を選び、「Envoyer le document（書類を送信）」をクリックする。 

 

 

 

アップロードされた書類（PPH 申請書）が「Documents（文書）」に表示される。 
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PPH に基づく早期審査を申請する際に提出する書類： 

PPH 申請に関わるすべての書類は、「Requête PPH / PPH Request」（「PPH 申請

書」）の下にアップロードされていなければならない。 

 

「Aide en Ligne（オンラインサポート）」セクションで提供されており、PPH 申請

に必須の PPH 申請書に加え、4 つの書類を提出又は特定する必要がある。： 

 

- 特許性の実体審査に関わる PPH 相手庁のオフィスアクションの写し（及びその翻

訳文） 

- PPH 相手庁で特許可能と判断されたすべての請求項の写し（及びその翻訳文） 

- PPH 相手庁の審査官が引用した文献の写し 

- INPI 出願の請求項と特許可能と判断されたすべての請求項との請求項対応表  

 PPH 申請書に例が記載されている（「Aide en Ligne（オンラインサポート）」セク

ション又は下記参照）。 

 

注意:  PPH 申請を特許出願と同時に行わない場合、PPH 申請書と請求項対応表の

提出は、PPH 申請を完了するために必須である。また、非特許文献が引用されてい

る場合は、必ず提供しなければならない。 

アップロードされた書類は自動的に審査官に送付される。 

 

PPH 申請は無料で行うことができる。 
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４．PPH 申請書 

 

INPIと PPH 相手庁の PPH 試行プログラム早期審査申請 

 

INPI 出願番号:                                      

対応する PPH 相手庁出願番号:                                                                   

 

提出書類:  

 PPH 相手庁が対応出願に対して発行した（PPH 相手庁における特許性の実体審査に関わる）

すべてのオフィスアクションの写し 

 上記オフィスアクションの翻訳文 

 PPH 相手庁で特許可能と判断されたすべての請求項の写し 

 上記請求項の翻訳文 

 PPH 相手庁の審査官が引用した文献の写し 

 請求項対応表 

（提出を省略する書類に関する説明）  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________    

請求項対応表 

INPI出願の 

請求項 

PPH相手庁出願の特許

可能とされた請求項 
対応に関するコメント 
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